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【改正前】（改正箇所のみ記載、規定の実質的な内容変更を伴わない目次削除は記載を省略） 

法人ＪＡネットバンク利用規定 
 

第37条 口座振替 

１ 伝送契約者は、当組合（会）に対して、伝送サービスを利用した口座振替事務を委託します。 

２ 口座振替の取扱店の範囲は、当組合（会）および当組合（会）と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします。 

３ 口座振替依頼書の受理等 

（1） 当組合（会）の取扱店は、貯金者から貯金口座振替の依頼を受けた時は、貯金口座振替依頼書（以下、「依頼書」といいます。）および貯金口座振替申込書（以

下「申込書」といいます。）を提出させ、これを承諾した時は申込書を伝送契約者に送付します。 

（2） 伝送契約者が貯金者から依頼書および申込書を受理した時は、依頼書を当組合（会）に提出するものとします。当組合（会）は記載事項を確認し、依頼書に印

鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し（または別添資料等により）、伝送契約者に返戻するものとします。 

（3） ●●による貯金口座振替に関する契約書に基づき、伝送契約者が届け出し、当組合（会）が承諾した依頼書および申込書については、伝送契約者および貯金

者からの申し出がない限り、伝送サービスを利用した口座振替事務に適用します。 

（4） 伝送契約者は、振替日を変更する時は貯金者に対して周知徹底を図るものとし、当組合（会）はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。 

４ 口座振替の依頼 

（1） 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合（会）に対し、伝送サー

ビスにより口座振替の依頼を行うものとします。 

（2） 当組合（会）は、本規定第10条第１項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 

振替済 0 

資金不足 1 

貯金取引なし 2 

貯金者都合による停止 3 

口座振替依頼書なし 4 

委託者の都合による振替停止 8 

その他 9 

     なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。 

(3) 当組合（会）のオンライン障害等の事情により引落日における振替処理に支障を生じる懸念があるときは、当組合（会）は伝送契約者の協力を得て対策を講じるも

のとします。 

５ 口座振替結果の登録 

 当組合（会）は振替結果について、以下の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。 

(1) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前…振替日当日の当組合（会）所定の時刻 

(2) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業終了時刻…振替日の翌営業日の当組合（会）所定の時刻 
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【改正後】 

法人ＪＡネットバンク利用規定 
 

第37条 口座振替 

１ 伝送契約者は、当組合（会）に対して、伝送サービスを利用した口座振替事務を委託します。 

２ 口座振替の取扱店の範囲は、当組合（会）および当組合（会）と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします。 

３ 口座振替依頼書の受理等 

（1） 当組合（会）の取扱店は、貯金者から貯金口座振替の依頼を受けた時は、貯金口座振替依頼書（以下、「依頼書」といいます。）および貯金口座振替申込書（以

下「申込書」といいます。）を提出させ、これを承諾した時は申込書を伝送契約者に送付します。 

（2） 伝送契約者が貯金者から依頼書および申込書を受理した時は、依頼書を当組合（会）に提出するものとします。当組合（会）は記載事項を確認し、依頼書に印

鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し（または別添資料等により）、伝送契約者に返戻するものとします。 

（3） ●●による貯金口座振替に関する契約書に基づき、伝送契約者が届け出し、当組合（会）が承諾した依頼書および申込書については、伝送契約者および貯金

者からの申し出がない限り、伝送サービスを利用した口座振替事務に適用します。 

（4） 伝送契約者は、振替日を変更する時は貯金者に対して周知徹底を図るものとし、当組合（会）はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。 

４ 口座振替の依頼 

（1） 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合（会）に対し、伝送サー

ビスにより口座振替の依頼を行うものとします。 

（2） 当組合（会）は、本規定第10条第１項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 

振替済 0 

資金不足 1 

貯金取引なし 2 

貯金者都合による停止 3 

口座振替依頼書なし 4 

委託者の都合による振替停止 8 

その他 9 

     なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。 

(3) 当組合（会）のオンライン障害等の事情により引落日における振替処理に支障を生じる懸念があるときは、当組合（会）は伝送契約者の協力を得て対策を講じるも

のとします。 

５ 口座振替結果の登録 

 当組合（会）は振替結果について、以下の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。 

(1) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前…振替日当日の当組合（会）所定の時刻 

(2) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業終了時刻…振替日の翌営業日の当組合（会）所定の時刻 


